
都市建設委員会資料 

令和２年６月９日 

土木部交通安全課 

 

 

令和元年度（平成 31年度）東京都板橋区一般会計予算（土木費）の事故繰越について 

 

避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった令和元年度予算について、地方自治法

第２２０条第３項ただし書きの規定に基づき、令和２年３月９日に予算を令和２年度へ繰り越しを行

ったので、同施行令第１５０条第３項の規定により準用する同施行令第１４６条第２項及び第３項の

規定に基づき、板橋区議会あて報告する。 

 

１ 予算科目 

  令和元年度板橋区一般会計予算  

土木費 土木管理費 交通対策費 交通安全啓発経費 

 

２ 繰越額 

  １，３１４，４５６円 

 

３ 事故繰越の理由 

  令和２年１月に区が区内事業者と契約締結し、中華人民共和国内において加工中であった

納入予定物品が、同年２月に同国内で発せられた、新型コロナウイルス拡大感染症防止策とし

ての工場操業停止措置により加工が困難となり、同契約の履行が困難な状況となった。 

その後、１カ月半程度の遅延をもって納品が可能であることが確認されたため、同契約の期間

を５月１１日まで延伸することとし、これに伴って同契約にかかる予算について、同契約の履行

確認後に繰り越して使用することとした。 

 

４ 事故繰越の経過 

令和 2年１月 20日；契約締結（加工済ランドセルカバー5000枚、履行期限 3月 13日、 

契約金額 1,314,456円） 

2月上旬；広東省及び福建省の工場で加工作業中 

2月 10日；操業停止措置 

2月 20日；納期について契約相手方と合意 

3月 10日；停止解除（加工作業再開） 

3月 12日；契約変更（配付完了 5月 8日） 

 



 

支出済額 支出未済額 既収入特定財源 未収入特定財源 一般財源

円 円 円 円 円 円 円 円

1,314,456 0 1,314,456 0 1,314,456 0 0 1,314,456

事業名 説             明

新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う中華人民共和国政府に
よる工場の操業停止措置により、
年度内の納品が困難になった

左の財源内訳
支 出 負 担
行為予定額

翌 年 度
繰 越 額

支出負担行為額

左の財源内訳

令和元年度（平成31年度）東京都板橋区一般会計予算事故繰越繰越計算書

７　土木費 １　土木管理費
ランドセルカバー及び肩
ベルト貼付用反射シール
の購入

款 項


